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令和５年函審第１８号 

裁    決 

旅客船Ａ岸壁衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

   

 本件について、当海難審判所は、理事官西村勇二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年４月１１日０８時３５分少し過ぎ 

 北海道函館港 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 旅客船Ａ 

  総 ト ン 数 ２,１０７トン 

  全 長 １０１.６２メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力  ５,８８４キロワット 
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３ 事実の経過 

(1) 設備等 

Ａは、平成１２年７月に進水した２機２軸２舵及びバウスラスタ

を装備し、可変ピッチプロペラを有する、航行予定時間６時間未満

の場合の最大搭載人員を旅客１０５人、船員１４人とする、全通船

楼平甲板型の鋼製旅客船兼自動車渡船で、船楼甲板に客室等が区画

され、同甲板上に設けた２層の甲板室上層前部に操舵室と張り出し

ウイングを一体化した全閉囲型船橋、同室下層に船員室、船楼甲板

下方に車両搭載区画、船首尾各部にランプウェイをそれぞれ設け、

函館、青森両港間を片道約４時間で１日に８往復する定期航路に僚

船３隻と共に配船されていた。 

操舵室は、船首端から約２１メートル後方にその前面が位置し、

中央部に操舵スタンド、その左舷方にエンジンコンソール、右舷方

にレーダー２台及びＧＰＳプロッター、前面窓上方に風向風速計が

設置されており、ウイングが船楼の両側面から約１メートル張り出

して視界を広げていたほか、左舷ウイングに舵及びバウスラスタの

各遠隔操縦装置を備えていた。 

海上公試運転成績書（船体部）によれば、船首３.８２１メート

ル船尾４.１７３メートルの喫水及び排水量３,０３９トンの状態で、

両舷主機を回転数毎分５００及びプロペラ翼角を約２４度として約

１９ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で前進中、舵角３５度

とした場合の最大縦距及び同横距が左回頭で２９４.０メートル及

び３３０.９メートル、右回頭で３３８.１メートル及び３３６.５

メートル、後進を発令した場合の停止時間が２分１９秒及び同距離

が８２７メートル、排水量３,０３０トンの状態で、惰力前進中に

舵効が得られなくなる速力が１.８ノットであった。 
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(2) 函館港 

函館港は、函館湾東部に位置する港湾で、同港中央部には、北防

波堤南端と西防波堤副堤北西端との間を東方に延びる幅約３００メ

ートル長さ約７５０メートルの南航路が定められ、同航路東口の東

南東方約１,３００メートルとなる函館市浅野町の造成地西岸に北

ふ頭が設けられていた。 

北ふ頭は、昭和４４年に竣工し、旅客船兼自動車渡船が南北方に

伸びる岸壁に船尾着けしていたところ、平成２６年に西方に伸びる

突堤状の岸壁が増築され、以降、３号及び僚船が、突堤状の岸壁北

面に設けられた函館港北ふ頭正面岸壁（以下「正面岸壁」とい

う。）に横着けするようになった。 

正面岸壁は、法線方位が２４１度（真方位、以下同じ。）、長さ

が１８５メートル、前面水深が５メートルないし７メートル、受入

載貨重量が５,０００トンで、函館港北防波堤灯台から１０７.５度

１,５１０メートルの地点（以下「基点」という。）に同岸壁の北

西端が位置しており、３号及び僚船が、出船左舷着けしたのち、船

尾部ランプウェイを陸側の可動橋に降ろしていた。 

(3) ａ受審人の経歴等 

（省略） 

(4) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか１３人が乗り組み、旅客２７人及び車両２６

台を乗せ、船首４.０８メートル船尾４.８０メートルの喫水をもっ

て、令和５年４月１１日０４時３３分青森港を発し、正面岸壁に出

船左舷着けする予定で、函館港に向かった。 

ａ受審人は、船橋当直を、航海士及び甲板部員各１人による２人

１組が片道約４時間の航海を終える毎に交替する体制とし、出港操
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船を終えて同当直を航海士に任せて降橋した。 

ａ受審人は、０８時１０分函館港入港に備えて昇橋し、０８時 

２３分僅か過ぎ基点から２６３.５度１.４４海里の地点（以下、船

位については、操舵室後壁中央の位置を表す。）で、航海士から船

橋当直を引き継いで入港部署配置を令し、機関長を両舷主機及びバ

ウスラスタの操作に、甲板員を手動操舵に、三等航海士ほか１人を

船首配置に、一等航海士ほか２人を船尾配置に就かせて自身が操船

指揮に当たり、０８時２６分僅か過ぎ基点から２７８度１,５１０

メートルの地点で、針路を０８４度に定め、両舷主機を回転数毎分

５００及びプロペラ翼角を２０度とし、１２.０ノットの速力で南

航路をこれに沿って進行した。 

ａ受審人は、やがて南航路を通過し終え、０８時２７分半基点か

ら２８５.５度１,０１０メートルの地点で、減速を始め、０８時 

３０分僅か過ぎ基点から３１７度３７５メートルの地点に至って右

回頭を開始した。 

ａ受審人は、舵と両舷主機を用いて右回頭を続け、０８時３４分

僅か過ぎ基点から２５２度９５メートルの地点で、２３８度に向首

して右回頭を終え、自身が左舷ウイングに移動して遠隔操縦装置に

よる舵及びバウスラスタの、機関長が両舷主機の各操作に当たる体

制とし、手動操舵に当たらせていた甲板員を船尾配置に向かわせて

着岸に備え、両舷主機を極微速力後進として後退を開始した。 

ａ受審人は、０８時３４分半僅か前基点から２５８.５度８０メ

ートルの地点で、左舷側から南寄りの風を受け、船首方位が徐々に

右方に変化して２４５度となったとき、正面岸壁と平行な姿勢を保

てないまま後退を続けると、船尾部が同岸壁に衝突するおそれがあ

ったが、舵が効けば船尾部が岸壁から離れると思い、直ちに両舷主
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機を前進にかけるなど、後退を中止せず、右舷主機を極微速力後進、

左舷主機を極微速力前進、左舵一杯及びバウスラスタを左回頭一杯

として後退を続けた。 

こうして、Ａは、正面岸壁と平行な姿勢が保てないまま同岸壁に

接近し、０８時３５分少し過ぎ基点から２８０度４０メートルの地

点において、２５５度に向首し、１.８ノットの速力で後退してい

たとき、基点の東北東方約４０メートルとなる正面岸壁の防衝壁に

左舷船尾部が衝突した。 

当時、天候は曇りで風力５の南風が吹き、潮候は下げ潮の中央期

にあたり、視界は良好であった。 

衝突の結果、Ａは、左舷船尾部外板に凹損を、正面岸壁は、防衝

壁の亀裂等をそれぞれ生じ、後にいずれも修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件岸壁衝突は、函館港において、出船左舷着けする予定で正面岸壁

に向けて後退中、左舷側から南寄りの風を受け、船首方位が徐々に右方

に変化した際、後退を中止しなかったことによって発生したものである。 

ａ受審人は、函館港において、出船左舷着けする予定で正面岸壁に向

けて後退中、左舷側から南寄りの風を受け、船首方位が徐々に右方に変

化した場合、正面岸壁と平行な姿勢を保てないまま後退を続けると、船

尾部が同岸壁に衝突するおそれがあるから、直ちに両舷主機を前進にか

けるなど、後退を中止すべき注意義務があった。しかるに、同人は、舵

が効けば船尾部が岸壁から離れると思い、後退を中止しなかった職務上

の過失により、正面岸壁と平行な姿勢が保てないまま同岸壁に接近して

衝突を招き、船体及び正面岸壁にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和６年３月１５日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  濱  田  真  人 


